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有料番組サービスの料金に関する規約 

 

第１条 規約の適用 

株式会社ジェイコム九州（以下「当社」といいます）は、ＪＣＮスマートテレビ加入契約約款（以下「Ｓ

ＴＶＢ約款」といいます）第１３条（当社が提供するサービス)又はＪＣＮテレビ加入契約約款（以下「テ

レビ約款」といいます）第１０条（当社が提供する放送サービス）に定める放送サービスの一つとして、

ＳＴＶＢ約款とテレビ約款に付するこの有料番組サービスの料金に関する規約（以下「本規約」といいま

す）により、有料番組サービス（以下「本サービス」といいます）を提供するものとします。 

２ 当社は、ＳＴＶＢ約款とテレビ約款、及び本規約について、販売促進を目的として変更又は料金表に

定める有料番組利用料を減額することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後のＳ

ＴＶＢ約款とテレビ約款、及び規約によるものとします。 

３ 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 

 

第２条 加入契約の単位  

加入契約は、Ｓｍａｒｔ ＴＶ Ｂｏｘ（以下「ＳＴＶＢ」といいます）又はセットトップボックス（以下

「ＳＴＢ」）の１台毎に行うものとします。 

 

第３条 加入契約 

加入契約は、ＳＴＶＢ約款又はテレビ約款の契約者とするものとします。なお、加入契約に関する事項は、

本規約及び契約者が契約しているＳＴＶＢ約款又はテレビ約款の定めに準じるものとします。また、本サ

ービスの提供と解除申込みについては、当社の指定する方法により所要事項を当社に通知することを申込

みとし、当社がこれを承諾することにより成立するものとします。 

２ ＳＴＶＢ約款又はテレビ約款の契約を解除した契約者は、本規約も解除するものとします。 

３ 当社は、次に該当する場合には、前項を適用しません。 

 （１）テレビ約款の解除と同時にＳＴＶＢ約款を契約する場合で、テレビ約款の契約時に契約していた

本サービスを引き続き利用する場合 

 （２）ＳＴＶＢ約款の解除と同時にテレビ約款を契約する場合で、ＳＴＶＢ約款の契約時に契約してい

た本サービスを引き続き利用する場合 

 

第４条 料金表 

当社が提供する本サービスの料金は、料金表に定めるところによります。 

２ 契約者は、サービスの提供を受け始めた日の属する月から料金表に定める有料番組利用料を当社に支

払うものとします。 

 

第５条 その他事項 

本規約に記載のない事項は、特段の記載がない限り、契約者は当社と契約しているＳＴＶＢ約款又はテレ

ビ約款の定めに準じるものとします。 
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料金表 

 

当社は、本サービスに関する料金を下表のとおり定めます。 

本サービスは、当社が認める場合を除き、平成２７年４月１５日をもって、新規、変更、追加の申込み受

付を終了するものとします。 

１．有料番組利用料 ※注１、※注２ 

有料番組名 利用料（月額） 

ＷＯＷＯＷプライム、ＷＯＷＯＷライブ、Ｗ

ＯＷＯＷシネマ 

※注３ 

２，３００円（税込２，５３０円）/台 

２台目 ９００円（税込９９０円） 

スターチャンネル１プレミアム、スターチャ

ンネル２セレクト、スターチャンネル３吹替

専門 

２，３００円（税込２，５３０円）/台 

Ｊ ＳＰＯＲＴＳ ４（ＨＤ） １，３００円（税込１，４３０円）/台 

衛星劇場 １，５００円（税込１，６５０円）/台 

ホームドラマチャンネル 

※注４ 

５５０円（税込６０５円）/台 

Ｍｎｅｔ ２，０００円（税込２，２００円) /台 

フジテレビＮＥＸＴ １，０００円（税込１，１００円）/台 

東映チャンネル １，５００円（税込１，６５０円）/台 

アニメシアターＸ（ＡＴ－Ｘ） １，８００円（税込１，９８０円）/台 

クラシカ・ジャパン ２，０００円（税込２，２００円）/台 

グリーンチャンネル１・２HD １，２００円（税込１，３２０円）/台 

ＳＰＥＥＤチャンネル ９００円（税込９９０円）/台 

プレイボーイ チャンネル ２，５００円（税込２，７５０円）/台 

ミッドナイト・ブルー ２，０００円（税込２，２００円）/台 

レインボーチャンネル 

※注４ 

２，３００円（税込２，５３０円）/台 

パラダイステレビ 

※注４ 

２，０００円（税込２，２００円）/台 

ゴールデンアダルトセット 

※注４ 
３，０００円（税込３，３００円）/台 

上記以外のチャンネル ※注２ 別に定める金額 

注１．有料番組は、ＳＴＶＢ約款又はテレビ約款の基本サービスを契約している契約者に限り、ご利用い

ただけるものとします。 

注２．一部のＢＳ有料放送の視聴には別途放送事業者との契約が必要となります。なお、視聴方法及び料

金その他の条件については、当該放送事業者の約款の定めに従うものとし、本規約を解除した場合におい

ても放送事業者との契約は自動的に解除されることはありません。また、当社はＳＴＶＢ約款またはテレ

ビ約款の契約を解除した契約者へは、同時にＢＳ放送の伝送も全て停止するものとします。ＢＳ有料放送

の契約を解除したい場合は、契約者が直接放送事業者へ解除手続きを行うものとします。 

注３．ＷＯＷＯＷプライム、ＷＯＷＯＷライブ、ＷＯＷＯＷシネマについては、株式会社ＷＯＷＯＷの「株

式会社ＷＯＷＯＷ衛星有料放送サービス約款」に準じて取扱うものとします。 

注４．ＳＴＶＢ約款に定める熊本スマートセレクトＥＸの契約者並びにテレビ約款に定める熊本セレクト

プランの契約者は、当社が認める場合を除き、有料番組を、ご利用いただけません。 
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附則 

この規約は、平成２５年３月８日より施行します。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成２５年３月２０日から実施します。 

（経過措置） 

２ 有料番組の「スターチャンネル１、スターチャンネル２、スターチャンネル３」を新たに契約した上

で、平成２５年４月１日から平成２５年６月３０日の間にサービスの利用を開始し、当社の指定する利用

条件（３ヶ月以上の利用）に同意した契約者は、サービスの利用を開始した日の属する月を１と起算して

３ヶ月間「スターチャンネル１、スターチャンネル２、スターチャンネル３」の利用料については、本規

約料金表にかかわらず、次表を適用します。ただし、３ヶ月以上ご利用いただけない場合は従前のとおり

とします。 

有料番組利用料 料金（サービスの利用を開始した日の属する月を１と起

算して３ヶ月間の合計料金） 

スターチャンネル１、スターチャンネル

２、スターチャンネル３ 
２,０００円（税込２,１００円）/台 

３ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった有料番組利用料その他債務について

は、なお従前のとおりとします。 

４ この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成２５年５月２２日から実施します。 

（経過措置） 

２ 有料番組の「衛星劇場」を新たに契約した上で、平成２５年６月１日から平成２５年７月３１日の間

にサービスの利用を開始し、当社の指定する利用条件（３ヶ月以上の利用）に同意した契約者は、サービ

スの利用を開始した日の属する月を１と起算して３ヶ月間の利用料について、本規約料金表にかかわらず、

次表を適用します。ただし、３ヶ月以上ご利用いただけない場合は従前の通りとします。 

有料番組利用料 料金（サービスの利用を開始した日の属する月を１と起算して３ヶ月間

の合計料金） 

衛星劇場 １，５００円（税込１,５７５円）/台 

３ 有料番組の「東映チャンネル」を新たに契約した上で、平成２５年６月１日から平成２５年７月３１

日の間にサービスの利用を開始し、当社の指定する利用条件（２ヶ月以上の利用）に同意した契約者は、

サービスの利用を開始した日の属する月を１と起算して２ヶ月間の利用料については、本規約料金表にか

かわらず、次表を適用します。ただし、２ヶ月以上ご利用いただけない場合は従前のとおりとします。 

有料番組利用料 料金（サービスの利用を開始した日の属する月を１と起算して２ヶ月間

の合計料金） 

東映チャンネル １,５００円（税込１,５７５円）/台 

４ 有料番組の「フジテレビＮＥＸＴ ライブ・プレミアム」を新たに契約した上で、平成２５年６月１日

から平成２５年６月３０日の間にサービスの利用を開始し、当社の指定する利用条件（２ヶ月以上の利用）

に同意した契約者は、サービスの利用を開始した日の属する月を１と起算して２ヶ月間の利用料について

は、本規約料金表にかかわらず、次表を適用します。ただし、２ヶ月以上ご利用いただけない場合は従前

のとおりとします。 

有料番組利用料 料金（サービスの利用を開始した日の属する月を１

と起算して２ヶ月間の合計料金） 
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フジテレビＮＥＸＴ ライブ・プレミアム １,０００円（税込１,０５０円）/台 

５ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった有料番組利用料その他債務について

は、なお従前のとおりとします。 

６ この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成２５年６月２４日から実施します。 

（経過措置） 

２ 有料番組の「Ｍｎｅｔ」を新たに契約した上で、平成２５年７月１日から平成２５年８月３１日の間

にサービスの利用を開始し、当社の指定する利用条件（２ヶ月以上の利用）に同意した契約者は、サービ

スの利用を開始した日の属する月を１と起算して２ヶ月間の利用料について、本規約料金表にかかわらず、

次表を適用します。ただし、２ヶ月以上ご利用いただけない場合は従前の通りとします。 

有料番組利用料 料金（サービスの利用を開始した日の属する月を１と起算して２ヶ月間

の合計料金） 

Ｍｎｅｔ １,５００円（税込１,５７５円）/台 

３ 有料番組の「Ｊ ＳＰＯＲＴＳ ４ ＨＤ」を新たに契約した上で、平成２５年７月１日から平成２５年

７月３１日の間にサービスの利用を開始し、当社の指定する利用条件（２ヶ月以上の利用）に同意した契

約者は、サービスの利用を開始した日の属する月を１と起算して２ヶ月間の利用料については、本規約料

金表にかかわらず、次表を適用します。ただし、２ヶ月以上ご利用いただけない場合は従前のとおりとし

ます。 

有料番組利用料 料金（サービスの利用を開始した日の属する月を１

と起算して２ヶ月間の合計料金） 

Ｊ ＳＰＯＲＴＳ ４ ＨＤ １,３００円（税込１,３６５円）/台 

４ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった有料番組利用料その他債務について

は、なお従前のとおりとします。 

５ この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成２５年７月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった有料番組利用料その他債務について

は、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成２５年９月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ 有料番組の「グリーンチャンネル１・２」又は「ＳＰＥＥＤチャンネル」を新たに契約した上で、平

成２５年９月１日から平成２５年９月３０日の間にサービスの利用を開始し、当社の指定する利用条件（３

ヶ月以上の利用）に同意した契約者は、サービスの利用を開始した日の属する月を１と起算して３ヶ月間

の利用料について、本規約料金表にかかわらず、次表を適用します。ただし、３ヶ月以上ご利用いただけ

ない場合は従前の通りとします。 

有料番組利用料 料金（サービスの利用を開始した日の属する月を１と起算して３
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ヶ月間の合計料金） 

グリーンチャンネル１・２ １,２００円（税込１,２６０円）/台 

ＳＰＥＥＤチャンネル ９００円（税込９４５円）/台 

３ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった有料番組利用料その他債務について

は、なお従前のとおりとします。 

４ この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成２５年１０月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ 有料番組の「スターチャンネル１、スターチャンネル２、スターチャンネル３」を新たに契約した上

で、平成２５年１０月１日から平成２５年１２月３１日の間にサービスの利用を開始し、当社の指定する

利用条件（３ヶ月以上の利用）に同意した契約者は、サービスの利用を開始した日の属する月を１と起算

して３ヶ月間の利用料について、本規約料金表にかかわらず、次表を適用します。ただし、３ヶ月以上ご

利用いただけない場合は従前の通りとします。 

有料番組利用料 料金（サービスの利用を開始した日の属する月を１と起算し

て３ヶ月間の合計料金） 

スターチャンネル１、スターチャ

ンネル２、スターチャンネル３ 
２,０００円（税込２,１００円）/台 

３ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった有料番組利用料その他債務について

は、なお従前のとおりとします。 

４ この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成２５年１２月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ 有料番組の「クラシカ・ジャパン」を新たに契約した上で、平成２５年１２月１日から平成２５年１

２月３１日の間にサービスの利用を開始し、当社の指定する利用条件（３ヶ月以上の利用）に同意した契

約者は、サービスの利用を開始した日の属する月を１と起算して３ヶ月間の利用料について、本規約料金

表にかかわらず、次表を適用します。ただし、３ヶ月以上ご利用いただけない場合は従前の通りとします。 

有料番組利用料 料金（サービスの利用を開始した日の属する月を１と起算し

て３ヶ月間の合計料金） 

クラシカ・ジャパン ２,０００円（税込２,１００円）/台 

３ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった有料番組利用料その他債務について

は、なお従前のとおりとします。 

４ この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成２６年２月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ 有料番組の「クラシカ・ジャパン」、「Ｍｎｅｔ 」、「ＳＰＥＥＤチャンネル」、「東映チャンネル」、「グ

リーンチャンネル１、グリーンチャンネル２」、「Ｊ ＳＰＯＲＴＳ ４ ＨＤ」、「衛星劇場」、「フジテレビ

ＮＥＸＴ ライブ・プレミアム」、「ゴールデンアダルトセット」、「ちぇり～ぼ～いセット」を新たに契約
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した上で、平成２６年２月１日から平成２６年２月２８日の間にサービスの利用を開始し、当社の指定す

る利用条件（２ヶ月以上の利用）に同意した契約者は、サービスの利用を開始した日の属する月を１と起

算して２ヶ月間の利用料について、本規約料金表にかかわらず、次表を適用します。ただし、２ヶ月以上

ご利用いただけない場合は従前の通りとします。 

有料番組利用料 料金（サービスの利用を開始した日の属する月を１

と起算して２ヶ月間の合計料金） 

クラシカ・ジャパン ２,０００円（税込２,１００円）/台 

Ｍｎｅｔ １,５００円（税込１,５７５円) /台 

ＳＰＥＥＤチャンネル ９００円（税込９４５円）/台 

東映チャンネル １,５００円（税込１,５７５円）/台 

グリーンチャンネル１ 
１,２００円（税込１,２６０円）/台 

グリーンチャンネル２ 

Ｊ ＳＰＯＲＴＳ ４ ＨＤ １,３００円（税込１,３６５円）/台 

衛星劇場 １,５００円（税込１,５７５円) /台 

フジテレビＮＥＸＴ ライブ・プレミアム １,０００円（税込１,０５０円）/台 

ゴールデンアダルトセット ３,０００円（税込３,１５０円）/台 

ちぇり～ぼ～いセット ３,０００円（税込３,１５０円）/台 

３ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった有料番組利用料その他債務について

は、なお従前のとおりとします。 

４ この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成２６年２月１３日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった有料番組利用料その他債務について

は、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成２６年４月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ 本規約料金表に定める有料番組利用料等及び附則に記した有料番組利用料等の支払いに要する消費税

相当額（附則に記した消費税相当額は、改正日における税率で表記するものとします）については、平成

２６年３月３１日までは税率５％を加算した額とし、平成２６年４月１日からは税率８％を加算した額に

て計算するものとします。なお、実際の請求金額と、本規約料金表及び附則に規定する税込の料金額と合

計の料金額が異なる場合があります。 

３ 有料番組の「スターチャンネル１、スターチャンネル２、スターチャンネル３」を新たに契約した上

で、平成２６年４月１日から平成２６年５月３１日の間にサービスの利用を開始し、当社の指定する利用

条件（３ヶ月以上の利用）に同意した契約者は、サービスの利用を開始した日の属する月を１と起算して

３ヶ月間「スターチャンネル１、スターチャンネル２、スターチャンネル３」の利用料については、本規

約料金表にかかわらず、次表を適用します。ただし、３ヶ月以上ご利用いただけない場合は従前のとおり

とします。 

有料番組利用料 料金（サービスの利用を開始した日の属する月を１と起

算して３ヶ月間の合計料金） 
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スターチャンネル１、スターチャンネル

２、スターチャンネル３ 
２,０００円（税込２,１６０円）/台 

４ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった有料番組利用料その他債務について

は、なお従前のとおりとします。 

５ この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成２６年５月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ 有料番組の「ゴールデンアダルトセット」、「ちぇり～ぼ～いセット」を新たに契約した上で、平成

２６年５月１日から平成２６年５月３１日の間にサービスの利用を開始し、当社の指定する利用条件（２

ヶ月以上の利用）に同意した契約者は、サービスの利用を開始した日の属する月を１と起算して２ヶ月間

「ゴールデンアダルトセット」、「ちぇり～ぼ～いセット」の利用料については、本規約料金表にかかわ

らず、次表を適用します。ただし、２ヶ月以上ご利用いただけない場合は従前のとおりとします。 

有料番組利用料 料金（サービスの利用を開始した日の属する月を１と起

算して２ヶ月間の合計料金） 

ゴールデンアダルトセット ３,０００円（税込３,２４０円）/台 

ちぇり～ぼ～いセット ３,０００円（税込３,２４０円）/台 

３ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった有料番組利用料その他債務について

は、なお従前のとおりとします。 

４ この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成２６年６月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ 有料番組の「衛星劇場」、「東映チャンネル」、「アニメシアターＸ（ＡＴ－Ｘ）」、「スターチャンネ

ル１、スターチャンネル２、スターチャンネル３」を、平成２６年６月１日から平成２６年６月３０日の

間に新たに契約した上で、平成２６年７月１５日までにサービスの利用を開始し、当社の指定する利用条

件（３ヶ月以上の利用）に同意した契約者は、サービスの利用を開始した日の属する月を１と起算して３

ヶ月間「衛星劇場」、「東映チャンネル」、「アニメシアターＸ（ＡＴ－Ｘ）」、「スターチャンネル１、ス

ターチャンネル２、スターチャンネル３」の利用料については、本規約料金表にかかわらず、次表を適用

します。ただし、３ヶ月以上ご利用いただけない場合は従前のとおりとします。 

有料番組利用料 料金（サービスの利用を開始した日の属する月を１と起

算して３ヶ月間の合計料金） 

衛星劇場 １，５００円（税込１，６２０円）/台 

東映チャンネル １，５００円（税込１，６２０円）/台 

アニメシアターＸ（ＡＴ－Ｘ） １，８００円（税込１，９４４円）/台 

スターチャンネル１、スターチャンネル

２、スターチャンネル３ 
２，０００円（税込２，１６０円）/台 

３ 有料番組の「フジテレビＮＥＸＴ」、「クラシカ・ジャパン」、「Ｍｎｅｔ」を、平成２６年６月１日か

ら平成２６年６月３０日の間に新たに契約した上で、平成２６年７月１５日までにサービスの利用を開始

し、当社の指定する利用条件（２ヶ月以上の利用）に同意した契約者は、サービスの利用を開始した日の

属する月を１と起算して２ヶ月間「フジテレビＮＥＸＴ」、「クラシカ・ジャパン」、「Ｍｎｅｔ」の利用料

については、本規約料金表にかかわらず、次表を適用します。ただし、２ヶ月以上ご利用いただけない場
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合は従前のとおりとします。 

有料番組利用料 料金（サービスの利用を開始した日の属する月を１と起

算して２ヶ月間の合計料金） 

フジテレビＮＥＸＴ １，０００円（税込１，０８０円）/台 

クラシカ・ジャパン ２，０００円（税込２，１６０円）/台 

Ｍｎｅｔ  １，５００円（税込１，６２０円) /台 

４ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった有料番組利用料その他債務について

は、なお従前のとおりとします。 

５ この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成２６年７月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ 有料番組の「Ｊ ＳＰＯＲＴＳ ４ ＨＤ」を、平成２６年７月１日から平成２６年８月３１日の間に

新たに契約した上で、平成２６年９月１５日までにサービスの利用を開始し、当社の指定する利用条件（２

ヶ月以上の利用）に同意した契約者は、サービスの利用を開始した日の属する月を１と起算して２ヶ月間

「Ｊ ＳＰＯＲＴＳ ４ ＨＤ」の利用料については、本規約料金表にかかわらず、次表を適用します。た

だし、２ヶ月以上ご利用いただけない場合は従前のとおりとします。 

有料番組利用料 料金（サービスの利用を開始した日の属する月を１と起

算して２ヶ月間の合計料金） 

Ｊ ＳＰＯＲＴＳ ４ ＨＤ １，３００円（税込１，４０４円）/台 

３ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった有料番組利用料その他債務について

は、なお従前のとおりとします。 

４ この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成２６年１０月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった有料番組利用料その他債務について

は、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成２７年１月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった有料番組利用料その他債務について

は、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成２７年４月１日から実施します。 

（経過措置） 
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２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった有料番組利用料その他債務について

は、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成２８年４月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった有料番組利用料その他債務について

は、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。 

 

（実施期日） 

この改正規定は、平成 28年 4月 1日から実施します。 

（契約に関する経過措置） 

この改正規定実施の際現に、合併前の株式会社ジェイコム熊本との間で締結している有料番組サービスに

係る契約は、この改正規定実施の日において当社が提供する有料番組サービスに係る契約に移行したもの

とします。 

（料金の支払いに関する経過措置） 

この改正実施前に支払いまたは支払われなければならなかった合併前の株式会社ジェイコム熊本の規約規

定により生じた料金その他の責務については、この改正規定実施の日において、当社が譲り受けるものと

し、その請求その他の取扱いについては、改正後の規定に準じて取り扱います。 

（改正前の規定による手続き等の効力） 

この改正規定実施前に、改正前の規定によりなされた合併前の株式会社ジェイコム熊本のサービスに関す

る手続きその他の行為は、この附則に規定する場合のほか、この改正規定中にこれに相当する規定がある

ときは、この改正規定によってなされた当社の放送サービスに関する手続きその他の行為とします。 

 

（実施期日） 

この改正規定は、平成 29年 2月 1日から実施します。 

 

（実施期日） 

この改正規定は、平成 29年 4月 1日から実施します。 

 

（実施期日） 

この改正規定は、2019年 10月 1日から実施します。 

（経過措置）  

この改正実施の際に、消費税を伴う場合の税込額（地方消費税を含む）は、本規約に定めるとおりとしま

す。この改正実施前にかかる料金については、なお従前のとおりとします。 


